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詳しくは、地区担当の農業委員または
農業委員会事務局までお問い合わせ
ください。
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武雄市農業委員会

等の活動を行っています。

農地
パトロール

農業者年金
加入促進

先進地視察 委員研修会
農業者との
意見交換会

農地に関する手続き・届出・お尋ね等は

農地の売買、貸借、転用、耕作証明、農業者年金、利用権設定 等

農業委員会事務局 23-9245　
女性や青年の登用促進を‼
農業委員・農地利用最適化推進委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配
慮することが求められています（農委法第 8条第 7項）。今後も引き続き女性や青年
の登用促進を図り地域農業の振興につなげていかなければなりません。

総　会 調査委員会 現地確認
他に

『農業委員会への届出』が必要です !!こんな場合は

・農地を農業をする目的で買ったり借りたりする場合（農地法第3条）
　
・農地の所有者が自らその農地を住宅や倉庫、駐車場、植林等の農地以外のものにする場合（農地法第4条）
　
・第三者の農地を住宅や倉庫、駐車場等の農地以外のものにする場合（農地法第5条）

・農地の利便性を図るため盛土・切土等を行い農地の形状を変更する場合
　
・自分が所有する農地に200 ㎡未満の農業用施設等を作る場合
　　農業用施設⇒農機具倉庫、堆肥舎、種苗貯蔵施設など
　　※自分が所有する農地であっても、200㎡以上の農業用施設を作る場合は
　　　農地法第4条の許可申請が必要となります。また、他人が所有する農地
　　　に農業用施設をつくる場合は、農地法第5条の許可申請が必要です。
　
・相続等によって農地の権利を取得した場合
　
・農地を貸したい方（出し手）から農業経営の規模拡大を図りたい農家
（受け手）へ、農地の利用権（耕作等の権利）の設定をおこなう場合
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※申請地（許可及び届出地）が農振農用地区域内にある場合は、農林課で
　の手続きも必要となります。

違反転用はやめましょう
農地転用とは 許可を受けずに転用すると

　許可なく転用した場合や、転用許可に係る事
業計画どおりに転用していない場合等は、農地
法に違反することとなり、工事の中止や原状回
復等の命令がなされる場合があります。これに
従わない場合は、罰則の適用もありますので注
意してください。
（罰則：3年以下の懲役または300万円以下
（法人の場合は1億円以下）の罰金）

　農地を宅地や駐車場・資材置き場・植林等農
地以外の用途に転じることです。農地転用をす
る場合には、農地法の許可が必要です。農業委
員会へご相談ください。

農地転用

許可が必要

タブレット端末を導入しました！

農地パトロール（利用状況調査）とは

　武雄市農業委員会では、農地パトロール（利用状況調査）に今年度か
ら新たにタブレット端末を導入しました。

この調査は農地法で定められており、遊休農地と判断された農地が現在耕作されているか、新たに遊休
農地となった農地はないか等、毎年現地を確認しています。
現地調査の結果をもとに遊休農地と判定した場合、農地法第３２条に基づいて、遊休農地の所有者に対
して、その農地の農業上の利用の意向についての調査（「農地利用意向調査」）を行います。「農地利用意
向調査」が届きましたらご協力いただきますようお願いします。



武雄市地区別賃借料設定状況　（令和６年1月～令和６年12月）

　農地法第５２条の規定に基
づき、農地法及び農業経営基
盤強化促進法により賃借さ
れた実勢の賃借料を集計し、
情報提供をしますので、賃借
料を決定する際の参考として
ご活用ください。
　なお、この「賃借料情報」は
実勢の集計値であり、拘束力
はありませんので、実際の契
約の際には貸し手と借り手の
当事者同士でよく協議をした
うえで締結してください。

※ データ件数計 788　※賃借料平均に比べ著しく高額又は低額な案件は参考データから取り除いています。

平均 最高 最低

１０a当り

賃借料額

☆令和７年分は令和８年３月以降に、農業委員会の窓口で情報提供します。（武雄市のホームページにも掲載予定）
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年々、農業者の高齢化や担い手不足、鳥獣被害により耕作されていない農地が目立つよ
うになっています。耕作や保全管理をしないで放置すると、雑草・雑木が繁茂し、病害虫
や火災の発生原因となる恐れがあります。また、有害鳥獣の潜入や産業廃棄物等の不法
投棄の場所となることも考えられ、周辺農地や近隣住民に大変迷惑を及ぼします。
農地法では、「農地の権利を有する者（所有権または賃借権その他の使用および収益を
目的とする権利を有する者）については、農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」と規定されています。
耕作ができない場合でも、耕うんや草刈り・除草などの適正な農地の管理をお願いいたします。

適正な農地の管理をお願いします

農地の貸し借りが農地中間管理事業に一本化されました
　農業経営基盤強化促進法等の改正により、令和７年４月１日以降の農地の貸し借りの手続きは、原則として農地中間管理
事業による貸借となりました。
　市の農用地利用集積計画による相対の農地の貸借は、令和７年３月末で廃止され、令和７年４月以降は、農地中間管理機
構（佐賀県農業公社）による農地中間管理事業に一本化されました。令和７年４月以降も相対の貸借期間が残っている場合、
設定してある利用権は有効です。次回更新時には、農地中間管理機構を通した貸借となります。

R7.4.1～
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国民年金第１号被保険者
保険料免除者を除く。

農業者年金について、詳しくは、お近くの JA 、農業委員または農業委員会事務局にお気軽にお尋ねください。

・終身年金 80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金がご遺族へ支給されます。

・節税効果 保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。

・保険料の額は自由に設定
　　　　　　　保険料は月額２万円（３５歳未満で一定の要件を満たす方は１万円）か
　　　　　　　ら６万７千円までの千円単位で選択でき、いつでも変更できます。

・保険料の国庫補助による支援
　　　　　　　39歳までに加入し一定の要件を満たす方は、月額最大１万円の保険料
　　　　　　　の国庫補助が受けられます。
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さまざまな問題が生じてきます。

※法務局で農地の相続登記が終わったら農業委員会へ届出を
　お願いします。

放って
おくと

■農地を売却・貸借することができない。
■相続人の高齢化により、遺産分割協
議を行うことが困難になる。
■相続人が増えていき、権利関係がど
んどん複雑になっていく。

令和６年４月１日から
相続登記が義務化されました。

農業者年金で老後の生活を安心サポート !

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の
過料が科される可能性があります。

●加入要件は次の３つだけ

   「地域計画」とは、１０年後の地域農業のあり方をまと
めた「計画書」と、農地の出し手・受け手の意向を踏まえ
て１０年後に目指すべき農地利用の姿である「目標地図」
を地域の農業者等の話し合いによって作る計画です。
　武雄市では、農家へのアンケート、話し合い等を行い、
令和７年３月に地域計画を策定しました。現在の地域計画

の内容は、武雄市ホームページで
ご確認いただけます。
　今後も地域農業の維持・発展に
向けて、地域農業のあり方や農地
の利用意向の話合いを実施し、地
域計画の見直しを行っていきます。

地域計画を策定しました

年間 60 日以上農業に従事

65 歳未満
60歳以上は国民年金の任意加入被保険者
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